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自家消費償却口座の利用について

 自家消費設備（※1）で、かつI-RECの取引を希望せず、自社または自社のグループ
企業内で償却することを希望する場合は、自家消費償却口座の利用が必要です
（※2）

※1 自家消費に該当するケース
自家消費とは、発電設備の所有者と電力の需要家が同じ、またはグループ企業（具

体的には持株の51％以上が所有されていること）である以下のケースを指します。
① オンサイトでの自己所有設備の設置（系統利用なし）
② 同一企業またはグループ企業による自己託送（系統利用あり）
③ 同一企業またはグループ企業による自営線供給（系統利用なし）

自家消費償却口座とは

※2 自家消費償却口座の利用ができないケースについて
電力を自家消費している場合で、自社または自社のグループ企業以外を償却先と

する場合は、自家消費償却口座の利用をせず、Participant口座を使用して通常の取引
を行ってください。その場合は発電量全量を対象としてI-REC発行を行うことができ、
発行申請時の消費量のデータ提出は不要です。

 Participant口座を使用せずにI-REC償却証書が発行可能です。
 自家消費償却口座利用の場合、I-REC発行量は自家消費電力量を限度とします

＊発行申請時に発電量に加えて発電期間における電力消費量のデータを提出
 Participant口座利用に係る費用や償却手数料は不要です

＊ただし発行手数料は4.5円/MWhとなります（通常3円/MWh）
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自家消費償却口座の利用手順

1 設備登録時の手続き（1）
 （オンサイトの場合）発電設備登録フォーム 1.5事業詳細「オンサイトの消費

者が存在しますか?」の項で「Yes」を選択してください。

 1.7「追加情報」欄に自家消費償却口座を利用する旨をご記入ください。

→次項へ続く



4 ©Local Good 2022

自家消費償却口座の利用手順

1 設備登録時の手続き（2）

→設備登録後、GCCヘルプデスクからRegistrant宛に、自家消費償却口座のアカウ
ントの通知があります。

 電力の消費者がわかる書類
 設備の所有者と電力の消費者が同一またはグループ企業であることの証拠書類

証拠書類の例
（電力の消費者のわかる書類）

電力の消費地における電力会社からの買電量の検針票（契約者のわかるもの）
等

（資本関係を証明する書類）
設備所有者と電力の消費者の履歴事項全部証明書・
組織図・組織情報（HP情報，有価証券報告書等）等

※書類については個別にご相談ください。

 （オンサイトの場合）自家消費が可能な配線構造となっていることを確認できる
単線結線図

 （自己託送の場合）自己託送に係る一般送配電事業者との契約書の写し

以下の必要書類を他の添付書類と併せてEVIDENTにアップロードしてください

 （自営線供給の場合）自営線供給に係る設備仕様書・電力需給契約書等
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自家消費償却口座の利用手順

2 発行申請の手続き（1）
 1.1 「発行申請」のRequest typeで「自家消費」を選択してください。

 1.7 「受け取り側のアカウント詳細」にGCCヘルプデスクから通知された自家消
費償却口座のアカウントを記載してください。

→次項へ続く
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自家消費償却口座の利用手順

2 発行申請の手続き（2）
 発電量および発電期間における電力消費量のデータをご提出ください。

（他の添付書類と併せてEVIDENTにアップロード）
※ I-REC発行量は電力消費量を超えることはできません

証拠書類の例
→詳しくは「日本でのI-REC発行について（手続きのご案内）」を参照
（発電量の証拠書類）

・検定済計量器写真
対象期間始期と終期の発電電力量の計量器指示数がわかるもの
※計量器の指示数・計器番号・ 乗率がある場合は乗率が読み取れること

撮影者所属氏名・撮影日時を記載した撮影記録表を併せて撮影すること
※故障等により、対象期間内に計量器取替があった場合は、旧計量器の取外指示数、

新計量器の取付指示数を示す写真が必要

・補機がある場合には補機使用電力量がわかる書類 ※補機消費分は認定対象外です
（補機に関する使用電力量計写真 ※上記と同じ方法で撮影 など）

（消費量の証拠書類）
・自家消費分の計量器写真 ※上記と同じ方法で撮影 など

※書類については個別にご相談ください。
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自家消費償却口座の利用手順

3 償却依頼
 Evident上でI-REC発行申請が受理されたことを確認した後、Registrantから

GCCヘルプデスク（helpdesk@gcc.re）宛に、償却を希望する旨のメールを送
信してください。メールには下記の情報を添付してください。

Facility
name 発 電 設
備名称＊2

Reporting period
end
(DD.MM.YYYY)
I-RECを使用する
報告期間の終期

Reporting
period start
(DD.MM.YYYY)
I-REC を 使 用 す
る報告期間の始
期

Volume to be
redeemed
(MWh)償却を
希望する量

Beneficiary
Country需要家
所在国

Beneficiary
Address需要家
住所

Beneficiary
Name
需要家名称＊1

＊1 Registrantと設備の所有者が異なる場合には、Beneficiary欄に設備の所有者
（＝電力の需要家）を記入。
＊2 発電設備名称はEVIDENT登録の名称を記入すること。

→ 償却証書（PDF）がEvidentからRegistrantにメール送信されます。
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I-REC償却証明書イメージ（国際版）
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お問合せ先など

〇I-REC証書の「発行」に関すること
お問合せ先:（一社）ローカルグッド創成支援機構 irec@localgood.or.jp

（メールでお願いいたします。）
※今後、できる限り柔軟かつ合理的な手続きに改善していきたいと思っています。
改善要望等は上記メールアドレスに随時ご連絡ください。

〇I-REC証書の移転、償却に関すること、EVIDENTに関すること
お問合せ先:I-Track財団 secretariat@irecstandard.org または

EVIDENTヘルプデスク helpdesk@evident.global
※ともに英語で問合せが必要

〇SCSKのEneTrackに関すること
EneTrackのサイトをご覧ください。
https://www.scsk.jp/sp/enetrack/

（一社）ローカルグッド創成支援機構は、I-RECを通じ、
地域貢献し追加性のある再エネの価値向上を目指します


